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(57)【要約】
【課題】吸引ルーメンに吸引した血栓が停滞することな
く安定して継続的に吸引可能な吸引カテーテルを提供す
ること。
【解決手段】先端に第１の開口部１１ｂが形成されると
ともに吸引ルーメン１１ａを構成するアウタチューブ１
１と、前記アウタチューブ１１の長手方向に沿って前記
アウタチューブ１１内に設けられたインナチューブ１３
と、アウタチューブ１１を導くためのガイドワイヤ１６
とを備えた吸引カテーテル１０であって、前記インナチ
ューブ１３の側壁部には、前記インナチューブ１３内部
と前記吸引ルーメン１１ａとを流通可能とする複数の貫
通孔１４が形成されるとともに、前記インナチューブ１
３内部に注入された液体が前記貫通孔１４から噴射可能
に構成されていることを特徴とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　先端に第１の開口部が形成されるとともに吸引ルーメンを構成するアウタチューブと、
　前記アウタチューブの長手方向に沿って前記アウタチューブ内に設けられたインナチュ
ーブと、
　アウタチューブを導くためのガイドワイヤとを備えた吸引カテーテルであって、
　前記インナチューブの側壁部には、前記インナチューブ内部と前記吸引ルーメンとを流
通可能とする複数の貫通孔が形成されるとともに、前記インナチューブ内部に注入された
液体が前記貫通孔から噴射可能に構成されていることを特徴とする吸引カテーテル。
【請求項２】
　請求項１記載の吸引カテーテルであって、
　前記ガイドワイヤは、
　前記インナチューブに挿脱自在に収納されるとともに前記インナチューブ先端に形成さ
れた第２の開口部に液密に挿入されていることを特徴とする吸引カテーテル。
【請求項３】
　請求項２記載の吸引カテーテルであって、
　前記インナチューブは、前記アウタチューブの内壁に一体的に形成されていることを特
徴とする吸引カテーテル。
【請求項４】
　請求項２記載の吸引カテーテルであって、
　前記インナチューブは、
　前記アウタチューブに挿脱自在に収納されるとともに前記第１の開口部を液密にシール
可能とするとともに
　前記アウタチューブは先端近傍に傾斜壁部が形成され、前記傾斜壁部に吸引開口部が形
成されていることを特徴とする吸引カテーテル。
【請求項５】
　請求項１記載の吸引カテーテルであって、
　前記アウタチューブは、先端部に前記ガイドワイヤを挿入するガイドワイヤルーメンが
形成され、
　前記ガイドワイヤルーメンには、前記ガイドワイヤが挿脱自在に挿入可能とされ、
　前記インナチューブは、先端側が閉塞されていることを特徴とする吸引カテーテル。
【請求項６】
　請求項１記載の吸引カテーテルであって、
　前記インナチューブ及び前記貫通孔が前記アウタチューブ先端より突出して形成されて
いることを特徴とする吸引カテーテル。

　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、吸引ルーメン内に吸引した血栓が停滞するのを抑制して容易に吸引可能な
吸引カテーテルに関する。
【背景技術】
【０００２】
　　周知のように、血管に血栓性閉塞が生じた場合、例えば、血栓溶解カテーテルに形成
された側孔から溶解薬液を血管内血栓に向けて噴出して、血栓をメカニカルに破壊すると
ともに血栓内部に溶解薬液を浸達を促すことにより血栓を溶解し、その血栓を吸引カテー
テルにより吸引、除去して血栓性閉塞を解除する方法が用いられている。
【０００３】
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　このような血栓を吸引、除去する方法では、吸引ルーメンの内腔をどれだけ大きく確保
するかによって吸引性能が決定されるため、吸引性能を向上させるために、例えば、ガイ
ドワイヤルーメンを吸引ルーメンの先端側にのみ配置するとともに吸引ルーメンの吸引開
口部をルーメンの長手方向に伸ばして吸引路面積を大きくする技術が開示されている（例
えば、特許文献１参照。）。
【０００４】
　一方、吸引力を向上するために、吸引源の吸引力を大きくすることが考えられるが、吸
引カテーテルが吸引源の負圧により潰れないようにするためには吸引カテーテルの肉厚を
厚くすることが必要とされ、結果的に吸引カテーテルの外形を大きくすることに繋がる。
　そのため、カテーテル内で生じさせた血栓破砕用のジェット噴流とは逆方向の流れを形
成して血栓を吸引させる技術や、カテーテルに供給する液体に吸引方向の噴流を形成させ
て血栓の吸入を容易にするための技術が開示されている（例えば、特許文献２、特許文献
３参照。）。
【特許文献１】特開２００７－７３８８号公報
【特許文献２】特開２００５－１５２０９５号公報
【特許文献３】特開２００３－１０１９４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、吸引カテーテルを血管病変部まで到達させて血栓等を充分に吸引させた
場合に、血栓の性状等によっては血栓が吸引カテーテル内に詰まって吸引が継続できなく
なる場合があり、その場合、治療を中断して吸引カテーテルを体外に取り出して吸引カテ
ーテルの詰まりを除去することが必要であった。
【０００６】
　本発明は、このような事情を考慮してなされたものであり、吸引ルーメンで吸引した血
栓が吸引ルーメン内で停滞することなく安定して継続的に吸引可能な吸引カテーテルを提
供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記のような課題を解決するために、請求項１に記載の発明は、先端に第１の開口部が
形成されるとともに吸引ルーメンを構成するアウタチューブと、前記アウタチューブの長
手方向に沿って前記アウタチューブ内に設けられたインナチューブと、アウタチューブを
導くためのガイドワイヤとを備えた吸引カテーテルであって、前記インナチューブの側壁
部には、前記インナチューブ内部と前記吸引ルーメンとを流通可能とする複数の貫通孔が
形成されるとともに、前記インナチューブ内部に注入された液体が前記貫通孔から噴射可
能に構成されていることを特徴とする。
【０００８】
　この発明に係る吸引カテーテルによれば、アウタチューブの長手方向に沿ってアウタチ
ューブ内に設けられたインナチューブの側壁部に複数の貫通孔が形成され、注入源からイ
ンナチューブ内に注入された液体が貫通孔から吸引ルーメン内に噴射可能とされているの
で、吸引ルーメン内に吸引された血栓が噴射された液体により細かく破砕される。その結
果、吸引ルーメン内に血栓が停滞するのが抑制され、血栓を安定して吸引することができ
る。
【０００９】
　請求項２に係る発明は、請求項１記載の吸引カテーテルであって、前記ガイドワイヤは
、前記インナチューブに挿脱自在に収納されるとともに前記インナチューブ先端に形成さ
れた第２の開口部に液密に挿入されていることを特徴とする。
【００１０】
　この発明に係る吸引カテーテルによれば、ガイドワイヤがインナチューブに挿脱自在に
収納されているのでガイドワイヤを専用の収納スペースが必要とされず、吸引カテーテル
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が大きくなるのを抑制することができる。
　また、ガイドワイヤが吸引ルーメン内に露出していないので、ガイドワイヤが血栓の流
れに対する抵抗になることがなく、また、血栓の性状や停滞状況に関係なくガイドワイヤ
を容易に操作することができる。
　また、ガイドワイヤがインナチューブ先端に形成された第２の開口部に液密に挿入され
ているので、インナチューブ内に注入された液体の圧力を維持し貫通孔から安定して噴射
することができる。
【００１１】
　請求項３係る発明は、請求項２記載の吸引カテーテルであって、前記インナチューブは
、前記アウタチューブの内壁に一体的に形成されていることを特徴とする。
【００１２】
　この発明に係る吸引カテーテルによれば、インナチューブがアウタチューブの内壁に一
体的に形成され吸引ルーメン内の一方に偏って配置されているので、大きな吸引路面積を
確保することができ、また、ガイドワイヤに沿ってアウタチューブを一体的に安定して挿
入させることが可能である。
【００１３】
　請求項４に係る発明は、請求項２記載の吸引カテーテルであって、前記インナチューブ
は、前記アウタチューブに挿脱自在に収納されるとともに前記第１の開口部を液密にシー
ル可能とするとともに前記アウタチューブは先端近傍に傾斜壁部が形成され、前記傾斜壁
部に吸引開口部が形成されていることを特徴とする。
【００１４】
　この発明に係る吸引カテーテルによれば、インナチューブがアウタチューブに対して挿
脱自在とされているので、インナチューブを進退させて吸引ルーメンの先端前方に位置す
る血栓を前もって破砕することが可能とされる。
【００１５】
　請求項５に係る発明は、請求項１記載の吸引カテーテルであって、前記アウタチューブ
は、先端部に前記ガイドワイヤを挿入するガイドワイヤルーメンが形成され、前記ガイド
ワイヤルーメンには、前記ガイドワイヤが挿脱自在に挿入可能とされ、前記インナチュー
ブは、先端側が閉塞されていることを特徴とする。
【００１６】
　この発明に係る吸引カテーテルによれば、ガイドワイヤがアウタチューブ先端部に形成
されたガイドワイヤルーメンに挿入されるので吸引カテーテルの構造が簡単となり、ガイ
ドワイヤに対してアウタチューブを容易に装着することができる。
【００１７】
　請求項６に係る発明は、請求項１記載の吸引カテーテルであって、前記インナチューブ
及び前記貫通孔が前記アウタチューブ先端より突出して形成されていることを特徴とする
。
【００１８】
　この発明に係る吸引カテーテルによれば、インナチューブ及び前記貫通孔が前記アウタ
チューブ先端より突出して形成されているので、血管内血栓を破砕することができる。
【発明の効果】
【００１９】
　この発明に係る吸引カテーテルによれば、インナチューブの貫通孔から液体を噴射して
吸引ルーメン内の血栓を細かく破砕することができるので、血栓が吸引ルーメン内に停滞
するのが抑制され、血栓を安定して吸引することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下、この発明の第１の実施形態について、図面を参照して説明する。
　図１は、第１の実施形態にかかる吸引カテーテルを示す概略図であり、符号１０は、吸
引カテーテルを示している。
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【００２１】
　吸引カテーテル１０は、アウタチューブ１１と、インナチューブ１３と、ガイドワイヤ
１６と、接続部Ｃ1とを備え、接続部Ｃ1は、先端側から第１のYコネクタY１と、第２のY
コネクタY２と、ストレートコネクタS１とがこの順序で配置されている。
【００２２】
　アウタチューブ１１は、例えば、高密度ポリエチレンからなる略円筒形状とされ、血栓
を吸引するための吸引ルーメン１１ａを構成するとともに先端側に第１の開口部１１ｂが
形成されている。　
　第１の開口部１１ｂは、アウタチューブ１１の先端を斜めに切断して形成されており、
吸引路面積を大きくして血栓が容易に吸引されるようにされている。
【００２３】
　また、アウタチューブ１１の基端側には第１のＹコネクタY１が接続されており、第１
のYコネクタY１の側方に延在する部分には吸引ルーメン１１ａと流通し吸引源（図示せず
）と接続可能な吸引ポートＰ1が形成され、第１のYコネクタY１の基端側（後方）には第
２のYコネクタY２が接続されている。
【００２４】
　インナチューブ１３は、例えば、高密度ポリエチレンからなる先端側が縮径された略円
筒形とされており、アウタチューブ１１の内方にアウタチューブ１１の長手方向に沿って
配置されるとともにインフージョンガイドワイヤルーメン（インナチューブ内部）１３ａ
を構成し、先端には第２の開口部１３ｂが形成されている。
　また、インナチューブ１３とアウタチューブ１１とは、例えば一体成形することにより
インナチューブ１３の外壁部の一部はアウタチューブの内壁部と一体的に形成されており
、その結果、インナチューブ１３は吸引ルーメン１１ａの中心から一方側に偏って配置さ
れている。
【００２５】
　インフージョンガイドワイヤルーメン１３ａは、先端側の側壁部にインフージョンガイ
ドワイヤルーメン１３ａと吸引ルーメン１１ａとを流通可能とする貫通孔１４が形成され
ており、注入源（図示せず）からインフージョンガイドワイヤルーメン１３ａに注入され
た、例えば、生理食塩水または血栓溶解剤溶液Ｌの液体が貫通孔１４から噴射可能とされ
ている。
　第１の実施形態の吸引カテーテル１０において、貫通孔１４は、例えば、直径０．１ｍ
ｍ、ピッチ５ｍｍとされ、インナチューブ１３の長手方向に沿って直線状に７個配列され
るとともに吸引ルーメン１１ａの中心に向かって開口されている。
【００２６】
　第２の開口部１３ｂにはガイドワイヤ１６が挿入され、ガイドワイヤ１６はインナチュ
ーブ１３に対して進退及び挿脱可能とされ、第２の開口部１３ｂはガイドワイヤ１６の外
周と液密にシール嵌合されている。
【００２７】
　インナチューブ１３の基端側に接続された第２のYコネクタY２の側方に延在する部分に
は、インフージョンガイドワイヤルーメン１３ａと流通し、例えば、生理食塩水または血
栓溶解剤溶液（液体）Ｌを加圧注入する注入源（図示せず）が接続可能なインフージョン
ポートＰ２が形成され、第２のYコネクタY２の基端側（後方）にはストレートコネクタＳ
１が接続され、ストレートコネクタＳ１の後方にはガイドワイヤポートＰ３が形成されて
いる。
【００２８】
　ガイドワイヤ１６は、例えば、ＳＵＳ材の細線から形成されており、直径が０．３５mm
から０．４６ｍｍとされている。
　ガイドワイヤ１６は、インナチューブ１３のインフージョンガイドワイヤルーメン１３
ａに挿脱自在に収納可能とされている。
【００２９】
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　次に、第１の実施形態にかかる吸引カテーテル１０の作用について説明する。
（１）ガイドワイヤ１６をガイドワイヤポートＰ３に挿入する。
（２）ガイドワイヤ１６を挿入した吸引カテーテル１０を経皮的アプローチ法によって血
管内に挿入する。
（３）ガイドワイヤ１６先端が血栓性閉塞部位を通過するまでガイドワイヤ１６を押し進
めて留置する。
（４）ガイドワイヤ１６に沿って吸引カテーテル１０を閉塞部位まで進める。
（５）吸引ポートＰ１に、図示しない吸引装置を接続して吸引ルーメン１１ａを吸引する
。
（６）インフージョンポートＰ２に、図示しない注入装置を接続して持続的又は間欠的に
生理食塩水または血栓溶解剤溶液Ｌを注入する。このとき、ガイドワイヤ１６は、インナ
チューブ１３先端の第２の開口部１３ｂより突出させておく。
（７）図２に示すように、インナチューブ１３の貫通孔１４から生理食塩水または血栓溶
解剤溶液Ｌを噴出して吸引ルーメン１１ａ内に吸引された血栓Ｋを、吸引ルーメン１１ａ
内にて段階的に細かく破砕し、吸引、除去する。
【００３０】
　第１の実施形態に係る吸引カテーテル１０によれば、貫通孔１４から鋳造室２０ＤＬを
噴出して血栓を細かく破砕するので、安定した吸引が継続的に行われ、血栓除去に係る処
置を中断することなく行うことができる。
　また、貫通孔１４が、直線的に配列されているので、血栓を段階的に効率的に細かく破
砕することができる。
【００３１】
　また、吸引を低負圧（大気に対する圧力差が小）で行うことができるので、治療におけ
る出血を抑制することができる。
　また、吸引を低負圧で行うことができるので柔軟な材質を用いることが可能となり、吸
引カテーテル１０の病変部への到達性能を向上させることが可能となる。
　また、吸引性能が向上するので吸引ルーメン１０の細径化による外形形状の小型化が可
能となる。
　また、ガイドワイヤ１６がインナチューブ１３に収納されているので吸引カテーテル１
０が小型化されるとともに、ガイドワイヤ１６が吸引ルーメン１１ａ内に露出されていな
いので血栓の流れを妨げることが抑制される。
【００３２】
　また、ガイドワイヤ１６がインナチューブ１３先端に形成された第２の開口部１３ｂに
液密に挿入されていて、インナチューブ１３内に注入された生理食塩水または血栓溶解剤
溶液Ｌの圧力を維持することができるので、生理食塩水または血栓溶解剤溶液Ｌを貫通孔
１４から安定して噴射することができる。
【００３３】
　また、インナチューブ１３がアウタチューブ１１の内壁に一体的に形成されて吸引ルー
メン１１ａ内の一方に偏って配置されるとともにアウタチューブ１１は先端近傍に傾斜壁
部が形成されているので大きな吸引路面積が確保され、血栓を容易に吸引することができ
る。
　また、インナチューブ１３、及び貫通孔１４をアウタチューブ１１の第１の開口部１１
ｂより突出させて形成させることにより血管内血栓を破砕することができる。　
【００３４】
　次に、この発明の第２の実施形態に係る吸引カテーテル２０について説明する。
　第２の実施形態に係る吸引カテーテル２０が、第１の実施形態に係るカテーテル１０と
異なるのは、アウタチューブ１１、インナチューブ１３に代えてアウタチューブ２１、イ
ンナチューブ２３が用いられるとともにインナチューブ２３がアウタチューブ２１の第１
の開口部２１ｂに挿脱自在に挿入されている点である。
　以下、カテーテル１０と同様の部分については、同じ符号を付して説明を省略する。
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【００３５】
　吸引カテーテル２０は、アウタチューブ２１と、インナチューブ２３と、ガイドワイヤ
１６と、接続部Ｃ２とを備え、接続部Ｃ２は、先端側から第１のYコネクタY１と、第２の
YコネクタY２と、ストレートコネクタS１とがこの順序で配置され、第２のＹコネクタＹ
２はインナチューブ２３とともに第１のＹコネクタＹ１に対して挿脱自在とされている。
【００３６】
　アウタチューブ２１は、例えば、高密度ポリエチレン（ステンレス編組入り）からなる
略円筒形状とされ、血栓を吸引するための吸引ルーメン２１ａを構成するとともに先端に
第１の開口部２１ｂが形成されている。
　また、アウタチューブ２１は、先端近傍が第１の開口部２１ｂに向かって縮径された傾
斜壁部２１ｃとされ、この傾斜壁部２１ｃには吸引開口部２２が複数形成されて血栓が吸
引可能とされている。
【００３７】
　インナチューブ２３は、例えば、高密度ポリエチレン又はポリアミドからなり先端側が
縮径された略円筒形とされており、アウタチューブ２１の内方にアウタチューブ２１の長
手方向に沿って配置されるとともにインフージョンガイドワイヤルーメン（インナチュー
ブ内部）２３ａを構成するとともに先端は第２の開口部２３ｂとされている。
【００３８】
　インフージョンガイドワイヤルーメン２３ａは、先端側の側壁部にインフージョンガイ
ドワイヤルーメン２３ａと吸引ルーメン２１ａとを流通可能とする貫通孔２４が形成され
、インフージョンガイドワイヤルーメン２３ａに注入された、例えば、生理食塩水または
血栓溶解剤溶液Ｌを貫通孔２４から噴射可能とされている。
【００３９】
　第２の実施形態の吸引カテーテル２０において、貫通孔２４は、例えば、直径０．１ｍ
ｍ、ピッチ５ｍｍとされ、インナチューブ２３の長手方向に沿って７個配列されるととも
に、隣接する貫通孔２４はインナチューブ２３の互いに反対側の面に位置しそれぞれ吸引
ルーメン２１ａの内壁に向かって開口されている。なお、隣接する貫通孔２４をインナチ
ューブ２３の周方向に所定角度、例えば、９０度回転した面に順次位置させてもよい。
【００４０】
　また、インナチューブ２３は、第１の開口部２１ｂに挿入され、第１の開口部２１ｂは
インナチューブ２３の外周（貫通孔２４の部分を除く）とシール嵌合されている。
　第２の開口部２３ｂにはガイドワイヤ１６が挿入され、第２の開口部２３ｂはガイドワ
イヤ１６の外周とシール嵌合されている。
【００４１】
　次に、第２の実施形態にかかる吸引カテーテル２０の作用について説明する。
（１）インナチューブ２３を吸引ルーメン２１ａに挿入し、次いでガイドワイヤ１６をガ
イドワイヤポートＰ３に挿入する。
（２）ガイドワイヤ１６が挿入された吸引カテーテル２０を経皮的アプローチ法によって
血管内に挿入する。
（３）ガイドワイヤ１６先端が血栓性閉塞部位を通過するまでガイドワイヤ１６を押し進
めて留置する。
（４）ガイドワイヤ１６に沿って吸引カテーテル２０を閉塞部位まで進める。
（５）吸引ポートＰ１に、図示しない吸引装置を接続して吸引ルーメン２１ａ内を吸引す
る。
（６）インフージョンポートＰ２に図示しない注入装置を接続して、持続的又は間欠的に
生理食塩水または血栓溶解剤溶液Ｌを注入する。このとき、ガイドワイヤ１６は、インナ
チューブ２３先端の第２の開口部２３ｂより突出させておく。
（７）インナチューブ２３の貫通孔２４から生理食塩水または血栓溶解剤溶液Ｌを噴出さ
せて吸引ルーメン２１ａ内に吸引された血栓を破砕する。
（８）必要に応じて、貫通孔２４から加圧された生理食塩水または血栓溶解剤溶液Ｌを噴
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出させながらインナチューブ２３先端を吸引ルーメン２１ａ先端の第１の開口部２１ｂか
ら突出させて血管内血栓を破砕する。
【００４２】
　第２の実施形態に係る吸入カテーテル２０によれば、インナチューブ２３がアウタチュ
ーブ２１に対して進退自在とされているので、インナチューブ２３を前進させて吸引ルー
メン２１ａの先端前方に位置する血栓を前もって破砕することができる。
　また、貫通孔２４がインナチューブ２３の長手方向に沿って配列されるとともに、隣接
する貫通孔２４がインナチューブ２３の互いに反対側の面に位置しているので、吸引ルー
メン２１ａを通過する血栓を通過する位置に関わらず順次破砕して細かくすることができ
る。
【００４３】
　次に、この発明の第３の実施形態に係る吸引カテーテル３０について説明する。
　第３の実施形態に係る吸引カテーテル３０が、第１の実施形態に係るカテーテル１０と
異なるのは、アウタチューブ１１、インナチューブ１３に代えてアウタチューブ３１、イ
ンナチューブ３３が用いられるとともにガイドワイヤ１６が、アウタチューブ３１の外方
を経由してアウタチューブ３１先端部に形成されたガイドワイヤルーメン３５に挿脱自在
に挿入されている点である。
　以下、カテーテル１０と同様の部分については、同じ符号を付して説明を省略する。
【００４４】
　吸引カテーテル３０は、アウタチューブ３１と、インナチューブ３３と、ガイドワイヤ
１６と、YコネクタY４とを備えている。
【００４５】
　アウタチューブ３１は、例えば、高密度ポリエチレンからなる略円筒形状とされ、血栓
を吸引するための吸引ルーメン３１ａを構成するとともに先端に第１の開口部３１ｂが形
成されている。
　また、アウタチューブ３１は先端部にガイドワイヤ１６を挿入するガイドワイヤルーメ
ン３５を有し、第１の開口部３１ｂは、アウタチューブ３１の先端を斜めに切断して形成
されており、吸引路面積を大きくして血栓が容易に吸引されるようにされている。
【００４６】
　インナチューブ３３は、例えば、高密度ポリエチレンからなり先端側が縮径された略円
筒形とされており、アウタチューブ３１の内方にアウタチューブ３１の長手方向に沿って
配置されるとともにインフージョンルーメン（インナチューブ内部）３３ａを構成すると
ともに先端側が閉塞されている。
　また、インナチューブ３３とアウタチューブ３１とは、インナチューブ３３の外壁部の
一部がアウタチューブの内壁部と一体的に形成され、インナチューブ３３は吸引ルーメン
３１ａの中心から一方側に偏って配置されている。
【００４７】
　インフージョンルーメン３３ａは、先端側の側壁部にインフージョンルーメン３３ａと
吸引ルーメン３１ａとを流通可能とする貫通孔３４が形成され、インフージョンルーメン
３３ａに注入された生理食塩水または血栓溶解剤溶液Ｌを貫通孔３４から噴射可能とされ
ている。
【００４８】
第３の実施形態の吸引カテーテル３０において、貫通孔３４は、例えば、直径０．１ｍｍ
、ピッチ５ｍｍとされ、インナチューブ３３の長手方向に沿って直線状に７個配列される
とともに吸引ルーメン３１ａの中心に向かって開口されている。
【００４９】
　ガイドワイヤ１６はガイドワイヤルーメン３５に挿入され、ガイドワイヤ１６はガイド
ワイヤルーメン３５に対して進退及び挿脱可能とされている。
【００５０】
　ＹコネクタＹ４は、アウタチューブ３１及びインナチューブ３３の基端側に接続され、
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ＹコネクタＹ４の側方に伸びる部分に吸引ポートＰ１が、後端部にインフージョンポート
Ｐ２が配置されている。
【００５１】
　次に、第３の実施形態にかかる吸引カテーテル３０の作用について説明する。
（１）ガイドワイヤ１６をガイドワイヤルーメンに挿入する。
（２）ガイドワイヤ１６が挿入された吸引カテーテル３０を経皮的アプローチ法によって
血管内に挿入する。
（３）ガイドワイヤ１６先端が血栓性閉塞部位を通過するまでガイドワイヤ１６を押し進
めて留置する。
（４）ガイドワイヤ１６に沿って吸引カテーテル３０を閉塞部位まで進める。
（５）吸引ポートＰ１に図示しない吸引装置を接続して吸引ルーメン３１ａ内を吸引する
。
（６）インフージョンポートＰ２に図示しない注入装置を接続して、持続的又は間欠的に
生理食塩水または血栓溶解剤溶液Ｌを注入するとともにインナチューブ３３の貫通孔３４
から生理食塩水または血栓溶解剤溶液Ｌを噴出させて、吸引ルーメン３１ａの血栓を破砕
する。
【００５２】
　吸引カテーテル３０によれば、ガイドワイヤ１６がアウタチューブ３１先端部に形成さ
れたガイドワイヤルーメン３５に挿入されるので吸引カテーテル３０の構造が簡単となり
、ガイドワイヤ１６に対してアウタチューブ３１を容易に装着することができ、取り扱い
が容易である。
【００５３】
　なお、本発明は上記実施の形態に限定されるものではなく、その趣旨を逸脱しない範囲
で適宜変更可能である。
　例えば、アウタチューブ１１、２１、３１、インナチューブ１３、２３、３３の形状、
材質、及びアウタチューブ１１、２１、３１と、インナチューブ１３、２３、３３と、ガ
イドワイヤ１６との組み合わせに関しては、自在に変更することができる。
　また、貫通孔１４、２４、３４の大きさ、数、配置に関しても自在に設定可能である。
【００５４】
　また、上記実施の形態においては、吸引カテーテル１０、２０、３０の基端側がＹコネ
クタにより構成される場合について説明したが、吸引カテーテル１０、２０、３０の基端
側におけるＹコネクタの組み合わせは自在に設定可能であり、また、Ｙコネクタの他、種
々の接続手段により構成することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る吸引カテーテルを示す図であり、（Ａ）は吸引カ
テーテルの概略を示す正面図、（Ｂ）は（Ａ）における先端部のＩＢ矢視図、（Ｃ）は（
Ａ）におけるＩＣ－ＩＣ断面図である。
【図２】本発明の作用を説明する図である。
【図３】本発明の第２の実施形態に係る吸引カテーテルを示す図であり、（Ａ）は吸引カ
テーテルの概略を示す正面図、（Ｂ）は（Ａ）におけるIIIＣ－IIIＣ断面図である。
【図４】本発明の第３の実施形態に係る吸引カテーテルを示す図であり、（Ａ）は吸引カ
テーテルの概略を示す正面図、（Ｂ）は（Ａ）における先端部のIVＢ矢視図、（Ｃ）は（
Ａ）におけるIVＣ－IVＣ断面図である。
【符号の説明】
【００５６】
　１０、２０、３０　　吸引カテーテル
　１１、２１、３１　　アウタチューブ
　１１ａ、２１ａ、３１ａ　吸引ルーメン　　　
　１１ｂ、２１ｂ、３１ｂ　第１の開口部
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　１３、２３、３３　　インナチューブ
　１３ａ、２３ａ　インフージョンガイドワイヤルーメン（インナチューブ内部）
　２１ｃ　傾斜壁部
　２２　　吸引開口部
　３３ａ　インフージョンルーメン（インナチューブ内部）
　１４、２４、３４　　貫通孔
　１６　ガイドワイヤ
　３５　ガイドワイヤルーメン
　Ｌ　　生理食塩水または血栓溶解剤溶液（液体）

　　

【図１】 【図２】
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